
​札幌市告示第2087号​

​　下記のとおり、公募により提案書類を募集し、その内容を審査し最良の提案者(契約候​

​補者)を選定し、随意契約の手続きを進める企画競争を実施する。​

​令和８年（2026年）5月25日​

​札幌市長　秋元　克広　　​

​記​

​１　契約担当部局​

​郵便番号　０６０－８６１１　　札幌市中央区北１条西２丁目​

​札幌市まちづくり政策局政策企画部未来創生担当課（電話011-211-2338）​

​メールアドレス　miraisousei@city.sapporo.jp​

​２　企画競争に付する事項​

​(1)​ ​役​​務​​の​​名​​称​​　​​　​​「持​​続​​可​​能​​な​​雪​​対​​策​​の​​在​​り​​方​​検​​討​​に​​向​​け​​た​​市​​民​​会​​議​​（ミ​​ニ・​​パ​​ブ​​　​

​　　　　　　　　リックス）等の実施運営業務」​

​(2) 業務内容等　　提案説明書による​

​(3) 履行期間　　　契約締結の日から令和８年10月16日（金）まで​

​(4) 予算額(事業規模)​

​３，７４６，６７１円(消費税及び地方消費税を含む。）​

​上記予算額は、あくまで事業規模を示したもので、契約金額の上限額となる予定価​

​格では無いことに留意すること。​

​３　企画競争参加資格​

​(1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。​

​(2)​ ​令​​和​​８​​～​​11​​年​​度​​札​​幌​​市​​競​​争​​入​​札​​参​​加​​資​​格​​者​​名​​簿​​（物​​品・​​役​​務）​​に​​お​​い​​て、​​所​​在​​地​​区​

​分が「市内」、業種が大分類「一般サービス業」、中分類「情報サービス、研究・調​

​査企画サービス業」に登録されている者であること。​

​(3)​ ​会​​社​​更​​生​​法​​に​​よ​​る​​更​​生​​手​​続​​開​​始​​の​​申​​立​​て​​が​​な​​さ​​れ​​て​​い​​る​​者​​又​​は​​民​​事​​再​​生​​法​​に​​よ​​る​​再​

​生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態​

​が著しく不健全な者でないこと。​

​(4)​ ​事​​業​​協​​同​​組​​合​​等​​の​​組​​合​​が​​こ​​の​​企​​画​​競​​争​​に​​参​​加​​す​​る​​場​​合​​は、​​当​​該​​組​​合​​等​​の​​構​​成​​員​​が、​

​構成員単独での参加を希望していないこと。​

​(5)​ ​札​​幌​​市​​競​​争​​入​​札​​参​​加​​停​​止​​等​​措​​置​​要​​領​​の​​規​​定​​に​​基​​づ​​く​​参​​加​​停​​止​​の​​措​​置​​を​​受​​け​​て​​い​​る​​期​

​間中でないこと。​

​(6)​ ​過​​去​​５​​年​​間​​に​​官​​公​​庁​​が​​発​​注​​し​​た​​類​​似​​の​​業​​務​​（市​​民​​へ​​の​​情​​報​​提​​供​​及​​び​​意​​見​​収​​集​​を​​目​​的​



​とした対話型事業の企画・実施等）の履行実績がある者であること。​

​※　複数者が協力して参加する場合、構成員すべてが(1)～(6)を満たす必要があること​

​に注意すること。​

​※　複数者が協力して参加した場合、契約の相手方は代表者とし、他の構成員は協力者​

​となる。​

​４　提案説明書の交付方法等​

​(1) 提案説明書の交付場所及び問い合わせ先​

​上記１に同じ。​

​(2) 提案説明書の交付方法​

​上記１の場所で交付するほか、下記ＵＲＬのホームページからダウンロードできる。​

​https://city.sapporo.jp/kikaku/miraisousei/proposal-yukitaisaku-minipab.html​

​５　参加意向申出書、提案書類の提出期限、提出場所及び提出方法​

​　(1)  提出期間​

​ア　参加意向申出書及び資格審査に係る提出書類​

​　　令和８年６月３日（水）正午まで(送付にあっては必着)​

​　　イ　提案書類​

​　　　　令和８年６月９日（火）正午まで(送付にあっては必着)​

​　(2)  提出期間​

​上記１のとおり​

​　(3)  提出方法​

​ア　参加意向申出書及び資格審査に係る提出書類​

​　　上記１まで持参又は送付（電子メールを含む。）により提出する。なお、電子​

​メールにより提出する場合、事前に契約担当部局に電子メールで提出することを​

​申し出たうえで、差出人アドレスは札幌市競争入札参加資格（物品・役務）に登​

​録されている見積依頼用メールアドレスとすること。​

​イ　提案書類​

​上記１まで持参又は送付により提出すること。​

​６　評価方法(契約候補者選定方法)​

​提案説明書に明示する評価基準等に基づき、本調達に係る企画競争実施委員会７名​

​が独立して評価点を算出し、その合計値が最低評価基準点以上を満たすもののうち最​

​も高い合計値の者を契約候補者とする。​

​７　提案の無効​

​次に掲げる提案は無効とする。​



​⑴　本告示に示した参加資格のない者がした提案、提案に関する条件に違反した者がし​

​た提案その他札幌市契約規則第11条第２号(押印部分を除く。)及び第４号から第７号​

​までの規定(この場合「入札書」とあるのは「提案書類」と、「入札」とあるのは​

​「提案」と読み替える。)のいずれかに該当した提案​

​⑵　業務費内訳書（積算額）が上記２⑸の予算額(事業規模)を超える提案​

​⑶　ヒアリングに出席しなかった者がした提案​

​⑷　提出書類に虚偽の記載をした者がした提案​

​⑸　上記５の提案書類の提出期限日以後、契約の相手方として正式に決定するまでの間​

​に上記３の参加資格を満たさなくなった者がした提案​

​　​

​８　その他​

​　　上記のほか詳細については提案説明書による。​


